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は じ め に

　公益法人制度改革による公益法人関連三法

（『一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律（以下「一般法」）』，『公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律（以下

「公益認定法」）』，『一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（以下「整

備法」）』が，ついに平成２０年１２月１日より施

行された。これにより従来の民法法人（社団

法人・財団法人）は，特例民法法人として，

法施行日から５年後の平成２５年１１月３０日まで

に，公益目的事業を行うことを主たる目的と

した「公益社団法人又は公益財団法人（以下

「公益社団法人等」）」への移行認定を申請す

るか，必ずしも公益事業を行うことを目的と

しない「一般社団法人又は一般財団法人（以

下「一般社団法人等」）」への移行認可を申請

するか，の選択をしなければならず，何もし

ない場合には解散となる。

　前回は，特例民法法人が一般社団法人等へ

移行する場合の税務上の取扱いについて取り

上げた。本稿では新制度における公益社団法

人等に関する課税の概要，移行時の課税関係，

公益認定を取り消された場合の課税関係，新

制度における法人のうち公益社団法人等にの

み認められている「みなし寄附金」の制度に

ついて解説する。

１　公益社団法人等の課税

　新制度の法人類型である公益社団法人等は，

法人税法上，「公益法人等」として別表第二

に掲げられ，従来の民法法人と同様に収益事

業課税やみなし寄附金といった課税上の優遇

制度の適用を受けることが可能である。また，

従来の民法法人においては，公益事業であっ

ても税務上の特掲事業に該当するものであれ

ば，収益事業として課税の対象となっていた

が，新制度においては，公益社団法人等が行

う「公益目的事業」は税務上の収益事業から

除かれることとなったため，公益認定法上の

公益目的事業に該当する事業については，た

とえ特掲事業に該当するものであっても課税

の対象とはならない（法人税法施行令５②

一）。

　なお，税率については，従来の民法法人に

おいては，一律２２％の軽減税率が適用されて

いたが，公益社団法人等においては，年８００

万円超の部分については３０％の税率により課

税される。一般社団法人等を含め，それぞれ
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連載

第２回

公益法人の
課税実務　

菊　地　　亮

税理士／

新日本アーンストアンドヤング税理士法人

公益法人コンサルティング部マネージャー

公益法人の設立・運営に関する税務・会計

等におけるコンサルティング業務を中心と

して，新公益法人制度改革に対応するため

の各種コンサルティング業務にも従事。

公益社団法人等の課税関係について



の類型による課税所得の範囲等を示すと，以 下のとおりである。

２　公益社団法人等へ移行した　
場合

�　課 税 関 係

　　特例民法法人が公益社団法人等へ移行し

た場合には，いずれも収益事業課税という

点では課税所得の範囲に変更はないため，

特段の課税関係は発生しない。

�　事 業 年 度

　　特例民法法人が公益社団法人等への移行

の認定を受けたときは，その主たる事務所

の所在地においては２週間以内に特例民法

法人の解散の登記及び公益社団法人等の設

立の登記をしなければならない（整備法１０６

①）。この場合の事業年度は「その事業年

度開始の日から移行の登記をした日の前日

までの期間」と「その移行の登記をした日

からその事業年度終了の日までの期間」と

なる（法人税基本通達，平成２０年７月２日

付課法２－５による改正に伴う経過的取扱

い�）。

３　公益認定の取消しがあった　
場合

　公益社団法人等について，公益認定の取消

しがあった場合には，その法人は一般社団法

人等に該当することとなる。一般社団法人等

は前回解説したように，税務上は「非営利型

法人」とそれ以外の「普通法人」とに区分さ

れ，そのいずれに該当するかにより課税関係

が異なる。

�　非営利型の一般社団法人等に該当する場

合

　①　課 税 関 係

　　　公益社団法人等が非営利型法人である

一般社団法人等に該当することとなった

場合には，いずれも収益事業課税という

点では課税所得の範囲に変更はないため，

下記�の累積所得金額の益金算入などの

課税関係は生じない。

　②　事 業 年 度

　　　公益社団法人等が非営利型法人である

一般社団法人等に該当することとなった

場合の事業年度は，「定款で定めた事業

年度開始の日から公益認定の取消しの日

の前日までの期間」と「その公益認定の

取消しの日からその事業年度終了の日ま

での期間」となる（法人税基本通達１－

２－３�）。

�　普通法人型の一般社団法人等に該当する

場合

　①　課 税 関 係

　　　公益社団法人等が普通法人型の一般社

団法人等に該当することとなった場合に

は，課税所得の範囲が収益事業課税から
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一般社団法人等
公益社団法人等

普 通 法 人非営利型法人

全所得課税収益事業課税収益事業課税（※１）課 税 範 囲

３０％（※２）３０％（※２）３０％（※２）税　　　　率

なしなしあり
「みなし寄附
金」の適用　

（※１）　税務上の特掲事業に該当するものであっても公益目的事業に該当するもの

は課税の範囲から除かれる。

（※２）　年８００万円以下の部分については２２％



全所得課税へと変わることになるため，

それまで公益社団法人等であった期間に，

収益事業課税等の恩恵を受けて蓄積した

財産に相当する部分に対して課税が行わ

れる。

　②　累積所得金額の益金算入及び累積欠損

金額の損金算入

　　　公益社団法人等が公益認定の取消しに

より普通法人に該当することとなった場

合には，その該当することとなった日

（以下「移行日」）前の収益事業以外の

事業から生じた所得の金額の累積額（以

下「累積所得金額」）又は当該移行日前

の収益事業以外の事業から生じた欠損金

額の累積額（以下「累積欠損金額」）に

相当する金額は，当該移行日の属する事

業年度の所得の金額の計算上，益金の額

又は損金の額に算入する（法人税法６４の

４①）。

　　　累積所得金額とは移行日における資産

の帳簿価額が負債の帳簿価額及び利益積

立金額の合計額を超える場合におけるそ

の超える部分の金額をいい，累積欠損金

額とは移行日における負債の帳簿価額及

び利益積立金額の合計額が資産の帳簿価

額を超える場合におけるその超える部分

の金額をいう（法人税法施行令１３１の４

①）。

　　　なお，公益社団法人等が公益認定の取

消しを受けた場合には，その取消しの日

から１か月以内に公益目的取得財産残額

に相当する額の財産を，類似の事業を目

的とする他の公益法人等又は国若しくは

地方公共団体に贈与する旨を定款に定め

ることとなっており（公益認定法５十

七），公益目的のため一定の支出が発生

することになることから，一定の調整計

算の規定が設けられている。すなわち，

移行日における公益目的取得財産残額に

相当する金額を，累積所得金額から控除

し（控除しきれない金額は累積欠損金額

とみなす），又は累積欠損金額に加算す

ることができる（法人税法６４の４③，法

人税法施行令１３１の５①一・②③）。この

規定は，税務署長においてやむを得ない

事情があると認める場合を除き，確定申

告書にその金額及びその計算に関する明

細の記載があり，かつ，一定の書類の添

付がある場合に限り適用される（法人税

法６４の４④⑤）。

　　　上記の取扱いを算式で示すと，以下の

とおりである。

　　　なお，上記の調整計算の規定の適用を

受けた場合において，公益認定基準にお

ける定款の定め（公益認定法５十七）に

従い成立した契約（公益目的取得財産残

額に相当する額の財産の贈与に係る契

約）により，金銭その他の資産の贈与を

したときは，その贈与により生じた損失

の額は，その法人の各事業年度の所得の

金額の計算上，損金の額に算入しない（法

人税法施行令１３１の５④）。

　③　みなし事業年度

　　　公益社団法人等が普通法人型の一般社

団法人等に該当することとなった場合に

は，「その事業年度開始の日から公益認

定取消しの日の前日までの期間」及び

「公益認定の取消しの日からその事業年
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◎益金算入額（累積所得金額－調整額）＝

公益目的取得財産残額－移行日における
利益積立金額　＋移行日における

負債の帳簿価額－移行日における
資産の帳簿価額

◎損金算入額（累積欠損金額＋調整額）＝

公益目的取得財産残額＋移行日における
資産の帳簿価額－移行日における

利益積立金額　＋移行日における
負債の帳簿価額



度終了の日までの期間」を，それぞれ事

業年度とみなす（法人税法１４二十二，法

人税基本通達１－２－６�イ）。

�　別表十四�の記載例

　　公益認定の取消しに伴い，全所得課税で

ある普通法人型の一般社団法人等に該当す

ることとなった場合において，調整計算を

適用したときの別表十四（六）の記載例に

ついては，以下のとおりである。

　【前提数値】

　　・資産の額　　　　　　　　１００，０００千円

　　・負債の額　　　　　　　　２５，０００千円

　　・利益積立金額　　　　　　１５，０００千円
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　　・公益目的取得財産残額　　５５，０００千円

　　当事例では，累積所得金額（１００，０００千

円－（２５，０００千円＋１５，０００千円）＝６０，０００

千円）から，公益目的取得財産残額（５５，０００

千円）を差し引いた金額（５，０００千円）が

益金に算入される（７欄）。

４　みなし寄附金

�　概　　　要

　　従来，公益法人等に対する優遇規定とし

て，収益事業から収益事業以外の事業へ支

出した金額については，同一法人内の資産

の振替えではあるものの，他の法人への寄

附金支出とみなして一定の金額を損金算入

することができる，いわゆる「みなし寄附

金」の制度が設けられていた。

　　新制度においても公益社団法人等につい

ては「みなし寄附金」の規定が適用される。

すなわち，収益事業から公益目的事業のた

めに支出した金額は，その収益事業に係る

寄附金とみなされる（法人税法３７⑤，法人

税法施行令７７の３）。

�　損金算入限度額の計算方法

　　公益社団法人等が収益事業から支出した

寄附金の損金算入限度額は「①寄附金支出

前所得金額の５０％」（法人税法施行令７３①三

イ）であるが，「みなし寄附金」がある場

合の特例として，「②公益法人特別限度額」

が①の金額を超えるときは，損金算入限度

額は②の金額とされる（法人税法施行令７３

の２）。

　「公益法人特別限度額」は次の�に掲げる

金額から�に掲げる金額を控除した金額によ

り計算される（法人税法施行規則２２の６）。

　�　次に掲げる金額の合計額

　　�　その事業年度の公益目的事業に係る

経常費用の額から公益目的保有財産の

償却費の額を控除した金額

　　�　特定費用準備資金の当期積立額（特

定費用準備資金当期積立基準額（※１）

を限度）

　　�　公益資産取得資金の当期増加額（公

益資産取得資金当期積立基準額（※２）

を限度）

　　�　その事業年度に取得又は公益目的事

業用とした公益目的保有財産の額

　�　次に掲げる金額の合計額に公益目的事

業以外の事業（収益事業を除く）から公

益目的事業への繰入額を加算した金額

　　�　その事業年度の公益目的事業に係る

経常収益の額

　　�　特定費用準備資金の当期取崩額

　　�　公益資産取得資金の当期減少額

　　�　その事業年度における公益目的保有

財産の処分額及び公益目的保有財産以

外の財産への振替額

　　　（※１）　特定費用準備資金当期積立基準額

　　　　　　　�　その事業年度終了の時におけ

る特定費用準備資金に係る積立

限度額（当該資金の目的である

活動の実施に要する費用の額と

して必要な最低額）

　　　　　　　�　特定費用準備資金につき，そ

の事業年度前の各事業年度の公

益目的事業費率の計算上公益目

的事業に係る費用額に算入され

た金額の合計額（控除された金

額がある場合には当該控除され
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◎　公益法人等における寄附金の損金算入限度額

　①　寄附金支出前所得金額×５０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴　いずれか多い金額
　②　公益法人特別限度額

当該事業年度の月数
（�－�）×

当該事業年度開始の
日から積立期間の末
日までの月数　　　



た金額の合計額を控除した額）

　　　（※２）　公益資産取得資金当期積立基準額

　　　　　　　�　その事業年度終了の時におけ

る公益資産取得資金に係る当該

特定の財産の取得に要する支出

の額の最低額のうち公益目的保

有財産に係る部分の額

　　　　　　　�　その事業年度の前事業年度終

了の時における当該公益資産取

得資金の額

　

�　別表十四�，付表の記載例

　　みなし寄附金の適用を受ける場合の別表

十四�及び別表十四�付表の記載例につい

ては，以下のとおりである。

　【前提数値】

　　・事業年度　　×１年４月１日

　　　　　　　　　　～×２年３月３１日

　　・所得金額仮計　　　　　　１０，０００千円

　　・みなし寄附金額　　　　　５０，０００千円

　　・公益目的事業関係

　　　・経常収益　　　　　　　１００，０００千円

　　　・経常費用　　　　　　　１４４，０００千円

　　・特定費用準備資金関係

　　　・×３年９月３０までに総額９０，０００千円

を積立

　　　・当期積立額　　　　　　４０，０００千円

　　　・前期末までの積立額　　１５，０００千円

　　・公益目的保有財産関係

　　　・当期取得額　　　　　　１０，０００千円

　　　・当期償却額　　　　　　　４，０００千円

　　　・当期における処分等はなし

　　当事例では，原則的な損金算入限度額は

３０，０００千円（別表十四�３１欄）となるが，

公益法人特別限度額の計算により損金算入

限度額が５０，０００千円（（別表十四�付表３

欄）となるため，損金不算入額は発生しな

い。
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公益法人の課税実務／第２回

当該事業年度の月数
（�－�）×

当該事業年度開始の
日から積立期間の末
日までの月数　　　






